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規制緩和をめぐるわが国の状況

大城郁寛

１．はじめに

1990年にバブル経済が崩壊し既に８年の歳月が経過したが、今だ日本経

済は混迷と停滞から抜け出すことができない。企業の将来収益に対する投資

家の期待を株価が映し出しているとすれば、日本、米国、英国における最近

の株価の推移を眺めただけで（図１参照)、いかに内外投資家が日本経済に

対して厳しい評価を下しているかが分かる①。そのような苦境を切り抜ける

ために様々な諸策が模索されているが、その内の一つがいわゆる規制緩和、

民営化である。再度図１に戻って頂くと米国と英国において株価が急伸し

ているが、実は両国が規制緩和と民営化を強力に推し進めて成功を収めた模

範例として、わが国で紹介されている。そもそも規制緩和という言葉がわが

国で話題に上るようになったのは、1980年代初頭である。1979年に英国で

サッチャー政権、そして翌年には米国でレーガン政権が誕生したが、両政権

はそれ以前の政府介入型の経済政策から市場重視型の経済政策へと方向転換

を果たした。その当時の英国と米国は1970年代における２度の石油価格の

高騰をうまく乗り切ることができず、苦しい経済運営を強いられていた。例

えば、1975年を100とした1980年の消費者物価指数は、日本が138,旧西

ドイツが122であるのに対して、米国は153、英国は195の高水準にあった

し、それと同時に1970年代後半の平均失業率は、日本が2.1％、旧西ドイツ

が3.3％、であるのに対して米国は７％、そして英国は5.7％の水準に達して

いた。文字通りスタグフレーションに両国は苦しんでいたのである。両政権

はこの経済的苦境を政府による過度の市場介入のせいだと見なし、規制緩和

①株価指数の比較で米国と英国だけを取り上げたが、実際はドイツ、イタリア、フラ
ンスなどの他先進国と比較しても、わが国の株価指数は低迷している。
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と民営化を苦境を切り開く策としたのである。その後20年近くが経過し、

株価の推移が示すように米国、英国と日本の立場は逆転してしまった。

OECDによれば1997年の実質GDP成長率は米国3.8％、英国3.4％に対し日本

は0.5％となっている。1970,80年代において両国が深刻な経済問題を抱え

ていただけに、最近のその立ち直りと繁栄はわが国に強烈なインパクトを与

えている。両国の好況がどの程度規制緩和によって説明できるのか定かでは

ないが、わが国における規制緩和に向けてアクセルになることは間違いない。

図１曰米英の株価指数
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ただ日本と米国を比較したとき、同じく資本主義経済または市場経済と言

われながら社会保障制度、政府と企業の関係、企業における労働慣行など社

会経済の仕組みについて大きな違いが見られる。従って同じ規制緩和であっ

ても、それが社会経済に与える影響にも差違があるはずである。そこで本稿

では、わが国においてなぜ規制緩和が求められるようになったのか、規制緩

和に何が期待できるのか、そしてわが国における規制緩和策がはらむ問題点

を整理したいと考えている。
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２．規制緩和とその政策目標

行政改革と並んで規制緩和が現在のわが国の社会経済制度変革のキーワー

ドとなっているが、その経緯について簡単な整理を行うことから本論を始め

ることにしよう。

ｉ・財政赤字と規制緩和

日本経済は、1973年における第１次石油危機への対応は狂乱物価を引き

起こすなど大変な混乱をもたらしたが、それから５年後に起きた第２次石

油危機では前回の轍をふまえて極めて良好に対応した。産業界は、従来のエ

ネルギー多消費型の産業構造から省エネ型の産業構造へ転換をはかり、失業

者を放出することなく極めて短期間の間に情報産業化への軟着陸を果たした。

しかし政府の対応は民間に比べて立派なものではなかった。

わが国は1970年代初頭に高度経済成長から低成長へ移行したが、それに

合わせて財政の仕組みを低成長型へ作り替えることが出来なかった。すなわ

ち歳入は所得弾力性の高い所得税と法人税に大きく依存し、高度経済成長期

には潤沢な税収をもたらしたが、低成長期にはいると税収が伸び悩んだ②。

－方歳出は歳入以上にのび、中央一般会計歳出決算は1970年代の10年間

に5.3倍に増加した。特に社会保障費関係は、1961年に皆保険、皆年金体制

が実現したが、その後も家族給付の引き上げ、老人医療の無料化、過去の標

準報酬の再評価、物価スライド制の導入などが計られて、高齢化が進むにつ

れて急増し歳出総額に占める比率は1970年の15.9％から1980年には21.3％

上昇した。そのため、歳入と歳出の差を埋めるために1966年に建設国債、

1975年からは赤字国債も発行されるようになりその発行残高が膨らんだ。

国民所得に占める国債発行残高の比率は、1970年に6.2％、1975年には12.8、

②1970～1980年までの10年間における名目経済成長率は12.6％に達するが、実質成長
率は４５％にすぎない。この期間は、２度の石油危機による物価急騰が名目所得の急増

に結びつき、低成長期にも関わらず税収が増加した。従って、低成長が低税収に結び

ついたのは80年代に入って物価が落ち着いてからである。ちなみに、７０年代の10年

間で名目ＧＮＰは約3.3倍に増加したが、国税収入総額は3.65倍、そのうち所得税は４４

倍に増加している。
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そして'980年には361に上昇し、その後を追うように歳出総額に占める公

債費の比率も上昇し1970年の3.5％が、1975年には5.3％、そして1980年に

は12.7％に達した。そのような状況で、財政赤字が大きな問題として浮かび

上がってきたのである。

この民間と政府部門とのパフォーマンスの差が、小さな政府を目指した行

財政改革と規制緩和を促すこととなった。したがって、「増税なき財政再建」

を基本原則に議論を進めた臨時行政調査会の最終答申（1983年３月）では、

政府機構の簡素化・効率化と総合調整の強化、三公社等の民営化・活性化、

規制緩和による民間活力の発揮、そして地方分権を重視した国・地方の機能

分担等の改革などが提言された。

また、経済企画庁の報告書「1980年代経済社会の展望と指針」（1983年８

月)でも、第１に「現下の最大の課題である行政の改革、財政の改革を進め

ること」、第２には情報化に対応して「産業構造の高度化に支えられた新し

い成長への歩みを進める」こと、第３に「民間活力の役割を重視し、経済

社会の発展をもたらす上で重要な要素として位置づけその活用を図る」ため

に、規制、制度の見直しを行うこと、そして第４に国際化に対応して「国

際協力の推進すること」、この４つをわが国が長期的に取り組むべき課題と

して提言した。

他方において、公正取引委員会などでは以前から「自由経済体制・自由貿

易主義を取っているわが国においては、競争政策が経済運営の基本となるべ

きである」という理念から、政府規制制度は例外的なものとして必要最小限

に止めるべきであると規制緩和を唱えてきたが、実際に規制緩和が一つの大

きな流れとなったのは臨調の答申が示すように自由主義経済の理念よりも、

財政赤字という難問を突きつけられ、それへの対応として石油危機を乗り切っ

た民間活力の発揮・拡大、特に民間活力を公的分野に導入するためであった

といえよう。
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ii・貿易摩擦と規制緩和

さて、1980年に大統領に就任したレーガンは、大幅減税、非国防支出の

大幅な減額、インフレ抑制を目的とした金融引き締め、そして規制緩和を経

済政策の基本方針として掲げたが、実際には減税と国防支出の増加にも関わ

らず非国防支出の削減を実行することができず、財政赤字が急増した。例え

ば連邦債務総額は、1980年に7,093億ドルの水準にあったが、５年後の1985

年には２倍以上の14,994億ドルに達した。この財政赤字と金融引き締めが

相まって金利が急上昇し、それが米国への資金移動を促してドル高を招い

た③。このために米国の輸出のほうは1985年の2,243億ドルが1985年の

2,159億ドルと低迷したのに対し、輸入は1980年の2,498億ドルが1985年に

は3,381億ドルまで急増し、貿易収支の赤字が著しく拡大した。当初レーガ

ン政権はドル高を容認していたが、貿易収支の赤字が耐え難い水準にまで達

したために従来のスタンスを改めて金融緩和を行い、1985年９月のプラザ

合意によってドル高の修正が図られた゜その結果ドルの実質価値は、１９８６

には103.6,1987年には908と大幅に下落した。それを受けて輸出は一転し

て増加傾向に転じたが、焦点の輸入は継続して増加した。

一方で日本においては、洪水のような輸出が対米向けに始まっていた。米

国向けの輸出は、1980年の313.7億ドル、1985年には652.8億ドル、そして

円高に転じたのにも関わらず1986年は8046億ドル、1987年には8358億ド

ルと増加した。一方輸入の方は、1980年の253億ドル、1985年は258億ド

ル、そして1986年が2905億ドル、1987年に3149億ドルへとはかばかしく

増加しなかった。そのために米国の1985年における貿易収支の赤字額1,222

億ドルであったが、日本の対米輸出超過額は435億ドルに達し日米の間の貿

易摩擦が激しくなった。

そのために中曽根首相（当時）の私的諮問機関「国際協調のための経済構

③インフレ率を考慮に入れたドルの実質対外価値（多国間貿易加重平均：1973年３月＝

100）は、1980年の849が、1985年には132.4まで上昇している。
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造調整研究会」（座長故・前川春雄・元日銀総裁）は1986年４月に前川レ

ポートを発表し、内需を拡大きせ輸入を増加させるために、貯蓄優遇税制の

抜本的見直し、産業構造の転換、農産物の輸入増大の推進を提言した。そし

て翌年の1987年４月には経済審議会経済構造調整特別部会（部会長前川

春雄）は新前川レポートを発表し、前回の前川レポートが抽象的に提言した

事柄をより具体化し、国民が広い家に住み、余暇を楽しんでゆとりある生活

をおくり、それと同時に（またはそれによって）内外均衡が達成されるよう

に、借地借家法の改正、労働時間短縮、市街化区域内農地の優遇税制是正、

そして規制緩和を提言した。

さて、上で見たように1980年代初頭におけるわが国経済の最重要課題は

財政再建であったが、その後公債依存度が徐々に低下していたことと①、ま

た貿易赤字を巡る米国の対日批判が極めて厳しかったこともあって、財政再

建を棚上げし内需拡大・輸入促進が最重要課題として浮上した。これを受け

て政策方針に変更が生じたが、規制緩和については民活の導入・財政再建た

めの施策から内需拡大・輸入促進へと力点が移動した。特に輸入ついて、そ

の総額に占めるウェイトの高い原油の価格が1986年に入って前年の半値近

くまで下落したために輸入の伸びが抑えられ、そのことが好調な輸出と相まっ

て貿易黒字を一層拡大きせた。このような事情で輸入、特に外国製品の輸入

拡大が急務となり、わが国の流通のあり方が大きな議論の焦点となった。行

革審の報告書「公的規制の緩和等に関する答申」（1988年12月）においては、

まず第１に公的規制見直しの基本的視点として「輸入の拡大を進めて内外

の競争を促進するとともに、円高差益の一層の還元を図り、内外価格差の縮

小と国内産業の生産性の向上や効率化を進める必要がある」とし、そのため

には「流通、物流や農産物等に係る公的規制を見直していくことが要請され

①一般会計の公債依存度は1985年の326％が、1985年には23.2％に低下している。し

かし、国債残高は依然と増加し続け、GNPに対する国債残高は1980年の288％が、

1985年には41.3％まで上昇している。
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る」と提言した。流通に係る主な規制としては、個別商品販売規制（酒類、

タバコ、医薬品)、店舗出店規制（大店法)、そして再販売価格維持契約をあ

げることができるが、特に大きな争点となったのは米国の玩具小売チェーン

「トイ・ザラス」の出店と絡んだ大店法③の見直しであった。大店法の問題点

は鈴村(5)に詳しいが、その大店法もようやく1990年５月の通産省の通達で

大幅に緩和され、その後1992年に改正された。

それでは、大店法が改正されるまで製品輸入が伸びなかったのかというと、

実はそういうことではない。日本の流通業は多段階に及ぶ卸売業、また返品

制や建値制などの慣行により不透明かつ非効率であると指摘されることが多

いが、産業構造としては極めて競争的であって、1985年のプラザ合意によっ

て円高へ傾いたとき、円レートが200円を切ると並行輸入、190円台にはい

ると大手スーパーや百貨店による開発輸入、そして150円台まで進むと個人

輸入が活発になるなど、流通業界としても積極的に円高に対応した⑥。一方

メーカーの側でも、高度の技術を要しない製品については東南アジアなどへ

の工場進出を図り、それを日本に逆輸入するかたちで円高に対応した。その

結果、製品輸入比率は急上昇し1985年の31％が1990年には50.3％にまで達

した。それから肝心の貿易黒字は、1980年代後半のバブル経済によって輸

入が急増し改善の方向へ向かうかに見えた。

⑤大店法は、1974年に百貨店法を改正する形で施行されたが、そもそも百貨店法が何

の目的で制定され、それがどういう理由で大店法に改正されたのかは競争と規制の関

係を知るうえで興味深い。百貨店法は、戦前において百貨店が高級品だけではなく日

用雑貨を扱うようになり、それが恐慌後の不況のなかで一般の小売店との競争激化を

招き、結果として一般の小売店を保護する目的で1937年に制定された。その後終戦

を迎え、1947年に独占禁止法が制定されたときに廃止されたが、朝鮮戦争によるブー

ムがはじけて不況を迎えたときに、再び中小の小売店を保護する目的で1956年に新

百貨店法が制定された。しかし、百貨店法が企業主義に則って参入規制をしていたた

めに、新しい業態として登場してきた総合スーパーは事業を子会社に分割して建物に

はめ込む疑似百貨店で参入してきたために、1974年に抜け道を塞ぐ目的で大店法が

制定されたわけである。しかし今度は総合スーパーは規制から若干小さいコンビニエ

ンスストアを展開することで、業務を拡大している。

⑥経済企画庁の「第７次流通問題研究会報告」（1989年３月）を参照せよ。
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iii・内外価格差と規制緩和

さて円高は日本経済がはらむもう一つの課題、すなわち内外価格差の問題

を浮き上がらせることにもなった。円高、原油安については電力や石油、

またガス業界等へ行政指導のかたちでその差益還元がなされたが、それを

行ったとしても他国と比較してわが国の諸物価が極めて高いことが明らかと

なった。表ｌは主要先進国について、米ドルで計った為替レートと購買力

平価を比較したものである。その表が示すようにドイツ、フランスにおいて

も内外価格差は認められるが、その度合いはわが国ほど大きくはない。この

結果、為替レートが１ドル＝１１３円と若干円安にふれた1995年においても、

一人当たりの国民所得（ドル表示）を日米で比較すると、名目では日本

(40,726ドル）に対して米国（26.438ドル)、しかし購買力平価で計ると日

本は21,795ドルにしかならず、米国をかなり下回る結果となっている。

表１先進国内外価格差の比較
(1994年）

資料：MainEconomiclndicators（ＯＥＣＤ）

エ業製品についてはその輸出攻勢が効率性が立証する格好になっていたか

ら、わが国の高物価の原因はそれ以外の産業分野ということになり、非貿易

財分野のパフォーマンスが問われるようになった。それまでの円高差益還元

が課題の頃は電力、石油、ガスそして商社など輸入と関わる産業がその対象

となったが、内外価格差へと進展すると流通業はもちろん、運輸・通信業を

含め幅広くわが国の経済構造のあり方が問われることになった。そして規制

－１５４－

国名 カナダ フランス ドイツ イタリア 日本 イギリス

為替レート（Ａ） 139 5.416 1.572 1６３４ 100.2 0.642

購買力平価（Ｂ） 1.25 6.53 2．１１ 1５３３ 1８１ 0.634

内外価格差（Ｂ／Ａ） 0.90 1．２１ 1.34 0.94 1．８１ 0.99
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緩和との関係でふれると、この非貿易財関連の産業こそ最も規制が多い分野

となり⑦、その分野で規制緩和を進め効率性を高めれば、内外価格差が是正

されるとの議論がなされるようになった。

iv、バブル崩壊と規制緩和

さて、バブル経済が崩壊し景気が低迷すると、わが国経済は対内外で幾つ

かの問題を抱えることになった。まず対外的には、内需の低迷により輸入

は伸び悩んだが、輸出は輸出ドライブがかかって伸びたために、貿易黒字

は1990年の635.3億ドルが、1992年には1,323億ドル、そして1994年には

1,459億ドルと急増した。それをうけて、対外インバランスの是正が再びク

ローズアップされることになった。それから国内問題としては雇用情勢が悪

化し始め、その対策が急務となった。失業率は、1990年の2.11％、1991年

が2.1％、1992年2.15％と最初は横這いに推移していたものが、1993年2.5

％、1994年2.89％、そして1995年には3.15％に達した。

これら諸問題の解消には内需の拡大がどうしても必要であったが、民間部

門は消費も投資も凍りついていたから、結局は財政出動に頼らざるを得なく

なり、一般会計における公共事業関係費（予算）は、1990年の７兆132億

円が1995年には14兆2,164億円に増加し、また落ち込んだ消費を回復させる

ために減税が行われた。しかしその財源として公債が発行され、その額は

1990年5兆5,932億円、1991年の5兆3,340億円のレベルから、1992年には７

兆2,800億円、1994年13兆6,430億円、1996年は22兆3,680億円と膨れ上が

り、公債残高は1996年には241兆円（ＧＮＰ比48％）に達した。また地方政

府においても景気対策として借入を行い公共支出を増やしたから、借入残高

⑦平成６年度の経済白書によると、関連する法律が存在する分野を規制分野とカウン
トすると、付加価値ベースで鉱業、金融保険業、建設業、金融保険証券業、電気・ガ
ス・水道・熱供給事業、の産業が規制率100％､運輸・通信業が97.3％、農林水産業
87.1％と算出し、わが国ＧＮＰの42％が規制関連であると述べている。しかし、鉱業に
おける鉱山安全基準、建設業における建築基準のような社会的規制までカウントした
のでは、議論の筋道から外れているように思える。
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が急上昇し、その額は1990年の67兆円から1996年には136.4兆円に膨らん

だ。それ以外に国有林野事業特別会計などの借入金や国鉄精算事業団の負債

などを加えると、1997年現在わが国の中央・地方政府の負債額はＧＮＰを越

えるといわれている。さらなる景気悪化を防ぐために財政出動はどうしても

必要ではあったが、身近に迫った高齢化社会に備えなくてはならない財政に

過大な負担を負わすことになった。

それから民間企業もバブル経済の崩壊後は著しく活力を失うことになった。

まず一つはバブル期に銀行借入や社債等の発行により資金を調達し、株や土

地への投資、また設備投資を行ったが、バブル崩壊後はその負債が企業の経

営を圧迫することになった。法人企業統計年報により法人企業（金融業を除

く）について売上に対する負債の比率（全産業の平均）を調べてみると、

1986年57.7％、1990年64.7％、そして1995年には73.5％と尻上がりに上昇

している。その結果営業利益に対する支払利息・割引料の比率は1995年に

おいて66％となっている。借入金利子率は最近の超低金利の恩恵を受けて

3.5％の低水準に止まっているが、もし金利があと２ポイント上昇すること

があれば、支払利息・割引料は営業利益に匹敵する額に膨らむであろう。二

つ目に、情報関連産業を中心に米国企業が活力を取り戻し、また従来日本が

得意としてきた商品分野においてアジア諸国の追い上げに合い、わが国企業

はグローバルな競争が強まるなかで劣'性を強いられるようになった。例えば

半導体市場において1986年と1995年のシェアを比較してみると、日本企業

は39.7％から275％に後退したが、米国企業は32.3％から32.5％へとシェア

を保持し、アジア系企業は７８％から205％まで急伸した。

わが国は高齢化社会を迎えて就業者の平均年齢が次第に高まっているが、

それが年功序列賃金制と相まって労働者の賃金を押し上げている。国民所得

統計によれば、わが国の製造業において産出額に対する雇用者所得の割合は

1985年には167％であったが、1995年には21.7％にまで高まっている。し

かもプラザ合意以降の円高が進んでいるから、ドル表示でみればわが国労働

－１５６－
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者の賃金は米国のそれを遥かに上回り、企業はその高賃金が国際競争力を弱

めていると懸念している。そのために、企業内の規制ともいえる年功序列制

や終身雇用制を見直し、能力給やアウト・ソーシングといった企業内の規制

緩和が現在模索されている。それから、紙幅の関係上ここで詳しくふれるこ

とはできないがわが国金融市場の問題として、米国経済に活気を与えている

ベンチャー企業がわが国でなかなか育たないということも暗い材料となって

いる。

長い前置きになってしまったが、このような閉塞的な状況を打ち破るもの

として一層強く唱えられるようになったのが規制緩和である。平成７年１２

月に出された報告書「平成７年度規制緩和推進計画に見直しについて」

(行政改革委員会規制緩和小委員会）においては、規制緩和に関して「今回

の構造改革は、明治維新や第２次世界大戦後の改革に匹敵するか、それ以

上の大きな社会及び意識の変革を迫るものであり、従来の考え方や枠組みの

延長線上だけでは考えられない」との基本認識を示している。そして「従来

の考え方や枠組み」とは「日本人、仲間、画一、お上依存、大きな政府、横

並び、もたれ合い、統制、単一価値観の閉鎖的な和や秩序」を指し、それを

｢国際的に開かれた、世界から魅力のあると思われる、小さな政府、個性的、

自立、自由、多様な価値観が共存できる」ような社会に変えるべきと主張し

ている。国民生活との関わりでは「規制の緩和・撤廃により行政のスリム化

を進め、国民一人一人が自立した個人として、行政や企業にもたれかかるこ

となく、自由に生き生きと生活できる社会に変えていくことが必要」と述べ

ている。今までのわが国の社会や個人のあり方をこれだけネガティブに評価

した報告書も珍しいのではなかろうか。このように規制緩和と行政改革は社

会変革の両輪として位置付けられているのである。

3．規制緩和と効率性の向上

上で見たように、規制緩和が効率性向上の特効薬として期待されているわ
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けであるが、この節では日本と米国のデータをもとに規制緩和と効率性の関

わりを探ることにしよう。まず表2-1,2-2は各々主要産業について、高度成

長期にあたる1956年から1970年まで、その後の中・低成長期の1971年から

1994年までについて労働生産`性の伸びを比較したものである③。

表2-1主要産業の労働生産性指数（1956年＝100）

表

呼

享

2-2主要

【
労

際

ｆ
灘

年

皿呼川山川川一Ⅷ｜Ⅲ｜Ⅲ｜艀よ
③各年の景気変動をならすために、実質生産額、
ほどこした。

業者数について３ 移動平均

1５８

1958年 1962年 1966年 1970年

農林水産業 1１２ 1４０ 1６５ 1６６

製造業 1０５ 1４９ 210 324

建設業 1０５ 1３７ 1５８ 242

電気・ガス・水道業 1２３ 1４６ 222 355

卸売り・小売業 1１６ 1９８ 306 482

金融保険業 1０８ 1５２ 2００ 2９０

運輸・通信業 1１６ 1６３ 1９７ 3０１

サ ￣ ビス業 1１０ 1２９ 1３６ 1７２

1975年 1979年 1983年 1987年 1991年 1994年

農林水産業 1２７ 1２８ 1５２ 1７６ 1９９ 2０３

製造業 1１８ 1４５ 1６４ 1９０ 2２２ 223

建設業 9９ 1０２ 9８ 1１４ 1３１ 1２４

電気・ガス・水道業 1０７ 1２８ 1５３ 1４７ 1７２ 1７０

卸売り・小売業 1２２ 1５９ 1８２ 208 267 269

金融保険業 1１５ 1５２ 1６１ 2３８ 2７９ 2７１

運輸・通信業 1１１ 1０９ 1２４ 1４５ 1６７ 1６４

サ ￣ ビス業 1０２ 1０５ 1１３ 1１４ 1１９ 1２１
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図2-1製造業

生産指数とデフレーター（1990年＝100）
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図2-1 農林水産業
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この２つの表を眺めると、まず高度経済成長期においては産業ごとに労

働生産性上昇率にかなりの格差が見られたが、中・低成長期になるとこの格

差が縮小していることがわかる。例えば1956年から1970年間での14年間で
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製造業、卸売・小売業は農林水産業の各々約２倍、約３倍の水準まで生産

,性を高めたが、1971年から1994年までの23年間においては農林水産業と比

較して製造業は1.1倍、卸売・小売業は1.3倍生産性上昇しか見られない。

それでは、中・安定成長期において農林水産業と製造業とではそのパフォー

マンスに差がなかったのであろうか。図2-1,図2-2では、1970年から１９９５

年までの25年間について両産業の名目生産額（指数）を実質生産額（指数）

とデフレーターに分解し、その推移をプロットしてみた。各点の縦と横の積

がその年の名目生産額指数（1990年を基準）となるが、両図の比較から明

らかなように需要の増加に対して農林水産業は価格の引き上げで、製造業は

数量を増加させることで対応したことが分かる。農産物については、輸入規

制や生産費所得補償方式による米麦価決定等によって価格を引き上げ、農家

所得を保証したことが知られているが、このような消費者よりも生産者を重

視した政策の効果が図によく現れている。しかしながら1980年以降は農産

物の内外価格差が大きくなり、政策的にこれ以上国内農産物価格を引き揚げ

ることができなくなったため名目生産額は増加していない。そういう状況で

就業者が他産業へ移動することによって労働生産`性を上昇させており、労働

力の配分という点に関しては市場圧力が十分に機能したことがわかる。

さらに二つの表から、産業における規制の強弱と労働生産'性の上昇との間

に直接的な対応関係が見られないことが分かる。例えばともに規制の強い産

業と言われながら、卸売・小売業や金融・保険業は労働生産`性の伸びが高く、

電気・ガス・水道業や運輸・通信業は伸びが低い。紙幅の関係で割愛するが、

図2-1,図2-2と同様に名目生産額の伸びを生産指数とデフレーターに分解し

てみると、卸売・小売業、金融保険業ともに価格の引き上げではなくて供給

を伸ばすことによって需要増に対応し、それに対し電気・ガス・水道業や運

輸・通信業は需要増に価格の上昇で応える傾向がわかる。

規制と産業の効率性向上の関係を知るうえで、卸売・小売業と金融．保険

業において労働生産`性上昇の要因を探ることが次の関心事となるが、金融．

－１６０－
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保険業は金融自由化という大きなテーマと関わる分野であるのでここでは割

愛し、卸売・小売業について見ていくことにしよう。表３では1984年と

1995年の２時点について、規模別に卸売業と小売業の売上高、付加価値額、

就業者、法人数を比較してみた。この表によると、両業態ともに企業規模が

拡大するにつれて売上に対する付加価値の割合は低くなる（マージン率が低

くなる）が、就業者一人当たりの売上や付加価値は大きくなることがわかる。

その点をふまえて２時点の数字を見比べると、卸売業は資本金500万円未満、

小売業は資本金200万円未満の小さな企業が絶対数でも減少し、全体的に企

業規模の分布が右方向（大きくなる方向）にシフトしていること、つまり効

率性の低い小さな業者が淘汰されていることがわかる。さらに両業態の関係

をみると、この11年間における卸売業の売上高総計の伸び率17％増に比較

して小売業の売上高の伸び率は88％とはるかに高く、わが国の流通業の一

つの特徴と言われる流通の多段階制が改善されていることが分かる。

このようにわが国の卸売小売業は、両業態において企業規模を大きくして

効率性を高めるだけでなく、流通過程を短くすることによってパフォーマン

スを改善していることがいえる。特に小売業については、大店法によって大

規模店による参入が困難な状況にあったが、コンビニエンス・ストア_のよ

うに小規模の店舗を多数展開しながら、そして各店舗については面積当たり

の売上を高めるためにPOSシステムを活用するなどの技術革新が見られた。

卸売・小売業は規制や独特の商慣行によって問題指摘がなされることの多い

産業であるが、実際は競争原理が透徹し技術革新の導入がなきれる分野であ

ることが分かる。

規制の強弱と産業のパフォーマンスが直接的に繋がらないことのもう一つ

の例証として、米国における製造業と卸売・小売業の労働生産`性の上昇を見

て頂きたい。
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図３製造業と卸小売業の労働生産性
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十製造業÷卸小売業

資料：商務省経済分析局

図３では、1960年から1988年までについて両産業の労働生産性の推移を

プロットしてみた。わが国と違って米国では卸・小売業に規制が課されてい

ないことが知られているが、見ての通り２８年間で製造業は２倍以上生産性

を向上させているが、卸売・小売業は極めて僅かしか向上していない。

次に労働生産`性の向上が芳しくないわが国の電気・ガス・水道業や運輸・

通信業についてみてみよう。図４，図５では上の図と同様に、電気・ガス・

水道業と運輸通信業について、1970年から1995年までの名目生産額（指数）

をデフレーターと実質生産指数に分けてみた。図2-1と見比べて分かるよう

に、両産業の線は製造業と比較してかなり右上がりになっている。この２５

年間における製造業、電気・ガス・水道業・運輸・通信業の実質生産指数の

伸びは各々2.6倍、2.9倍、2.1倍、それに対してデフレーターは各々1.7倍、

3.0倍、3.0倍となっており、製造業と比較すると電気・ガス・水道業と運輸・

通信業が需要の増加に対して価格上昇で対応していったことを示している。
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規制緩和をめぐるわが国の状況（大城郁寛）

図4-1電気・ガス・水道業
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さらに図が示すように、両産業のプロットに突起（名目生産額の急増）の

部分が見られる。生産額（付加価値）の増加は主に雇用者と企業に分配され

るが、両産業の雇用者所得は他産業のそれと大きな違いは見られないから、

それは営業余剰として企業に蓄積されたことを意味する。突起が生じた時期

はだいたい円高期と重なるから、円高差益が消費者に対して十分に還元なさ

れなかった可能性を示している。もし両産業の市場構造が製造業や卸売・小

売業のように競争的であれば、そのようなことは発生しないはずであるから、

ここに規制による市場メカニズムの機能不全が見られる。

それでは、規制緩和が進んだ場合に両産業のパフォーマンスは製造業なみ

に改善されるであろうか。規制緩和による競争強化がもたらす効果の定量的

な把握は、わが国の規制緩和が緒についたばかりであるという事情のため現

時点では難しい。そこで、規制緩和が先行した米国における幾つかの統計に

その手掛かりを求めよう。

図５米国消費者物価指数

（1982-84年＝100）

可＝乃

E＝

40Ｊ

JＨＩｌｉ Ｊ９０牡

-←商品 -e－サービス

資料：労働省労働統計局

まず図５では、支出項目のうち商品（食料品を除く）とサービス（医療
●

サービスを除く）について、過去25年間の価格指数をプロットしてみた。
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米国においても商品よりはサービスに規制が課されそして規制緩和がなされ

たわけであるが、見ての通りサービスのトレンドに大きな変化は見られない。

そこでより細かく見るために、表４では商品について耐久消費財として自

動車等、非耐久消費財として衣服等、それからサービスについては規制緩和

がなされた航空、電話、それから電気について価格指数の推移をまとめてみ

た。表が示すように、商品については耐久、非耐久消費財ともにだいたい似

たような推移をたどり、サービスのうち電話⑨や電気等は商品と比べて緩や

かな上昇となっている。ここに規制緩和の効果を認めることもできるが、し

かしながら同様に規制緩和がなされながら、航空運賃についてはかなり上昇

が見られる。

表４主要消費項目の価格指数（1982-1984年＝100）
1970年1975年１９８０年1985年1990年1995年

３７５５０１８３１１０６４１２０５１３９１

５９２７２５９０９１０５０１２４１１３２０

１１２５１４８４１８９７

５８７７１７７７７１１１７１１７７１２４０

３１８５００７５８１０８９１１７４１２９６

１１２．５

５８．７ ７７．７

資料：労働省労働統計局

次に、表５ではサービス業として航空輸送、電話通信、電力、それから

製造業として製鉄業や自動車関連産業を取り上げて、生産性指数（労働者時

間当たりの産出量1987年＝100）を比較してみた。米国における規制緩

和は航空輸送、鉄道・トラック輸送、銀行から始まり、現在は電力や通信産

業にシフトしているといわれるが、それを反映するかのように航空輸送業は

⑨1985年と1995年における電話料金の指数（1982-84年＝100）を見ると、長距離で
は州間の料金は94.9→749、川内の市外が106.5→86へと大幅に下落しているが、市
内料金は120.4→160.4と大幅に上昇している。
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1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年

自動車・同部品 3７．５ 50.1 83.1 106.4 1２０．５ 139.1

衣服等 5９．２ 72.5 90.9 105.0 124.1 132.0

航空運賃 1１２．５ 148.4 189.7

電話サービス 58.7 ７Ｌ７ 77.7 1１１．７ 1１７．７ 124.0

電気料金 ３１．８ 50.0 75.8 108.9 1１７．４ 129.6
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1980年前後の10年間、銀行は1980年代前半と1995年代前半、電力産業は

1990年代前半にかけて大幅な生産性の向上を記録している。米国経済白書

97年版によれば航空サービスは規制緩和によって産出単位当たり２４％のコ

ストを削減したとの分析が紹介されているが、同時期における製鉄業や自動

車産業の生産性向上を考え合わせると、航空輸送業の生産性向上が規制緩和

による効果であると断定するのは難しい。

表５主要産業における時間当たり産出指数（1987年＝100）

１９７０年1975年1980牛1985年1990年1995年

５３６５９３６５４８５８１１０５１４５４

５７０７０２７１６９５３１０２４１０４４

４５４５５６７０８９２０９２９１０８４

３５６４９３６７６８８９１１３３１４４６

７６９９２５９３７９３０１１０１１３５０

資料：労働省労働統計局

これだけの資料で米国における規制緩和の効果を判断すること慎むべきこ

とではあるが、しかしこれらの統計資料からも読み取れるような効果を規制

緩和が与えてないこともまた事実のようである。

４．結語

本稿の一節で見てきたように、わが国において規制緩和は公的分野へ民間

活力を導入する策として始まったが、貿易摩擦が強まると輸入の促進、内外

価格差が問題となるとその解消策、そして景気が低迷している現在では民間

経済へ活力を与える処方菱として認識されるようになっている。それを受け

て二節では、規制緩和がそれらの政策目標に対して効果的な手段であるかど

うか検討してみたが、効率性や活力の向上ということに関しては規制緩和に

多くのことは期待できないということが我々の結論であった。ただし、その
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1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年

製鉄業 53.6 59.3 65.4 85.8 1１０．５ 145.4

自動車及び部品 57.0 7０．２ 7１．６ 9５．３ 102.4 1０４４

航空輸送業 ４５．４ 55.6 70.8 92.0 92.9 108.4

電話通信業 35.6 49.3 6７．６ 88.9 1１３．３ 144.6

電力産業 7６．９ 92.5 93.7 93.0 1１０．１ 135.0
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ことは規制緩和が無用な策であることを意味しない。日本経済が米国へのキャッ

チアップを遂げて横一線に並んだ現在では、以前のように政府が将来のビジョ

ンを示し、産業政策によってわが国経済を導くことは困難であって、今後の

経済の舵取りは市場に任せるしか方法がない。経済活動をスポーツに11iiiえ、

政府は今まで主にコーチの役割を担ってきたが今後は審判としてルール違反

を監視することになるであろう、ということがよく聞かれるようになった。

その途が望ましい成果を保証するわけではないが、米国経済が活況を呈して

いることを頼りに、自由市場型経済へ期待せざるを得ない。それと同時に、

冷戦構造が解体し市場経済のグローバル化が進展すると、各国の社会経済制

度の相違が強く認識されるようになり、その調整が唱えられるようになった。

その調整の方向であるが、結局は米国の仕組みがスタンダード・ファクトに

なり、わが国もそれに倣うような形で制度改革を進めなくてはならなくなっ

た。わが国の規制緩和に関する議論は、規制緩和が予想させる成果に関心が

集中してきたが、規制緩和に求めるべきものは成果そのものではなくフェア

でオープンなルールに基づいて経済競争が行われる制度改革であるといえよ

う。

さて、日本経済の状況は超低金禾ﾘと膨大な財政赤字のもと金融政策も財政

政策も取れず、規制緩和だけがアピールする政策となっているが、規制緩和

を進めるうえで憂慮すべき点が見受けられる。それは、企業は米国企業によ

る引き離しとアジア諸国の追い上げに苦しみ、政府は膨大な財政赤字を抱え

ているために、民間企業においては終身雇用と年功賃金の見直し等の会社組

織の改編、公共部門では行政のスリム化模索されている。懸念されることは、

企業、政府とも自身を身軽にするための作業の過程で、規制緩和という言葉

で従来の繋がりや役割を切り捨てていこうとする姿勢が読み取れることであ

る。例えば、総理府・行政改革委員会（委員長飯田庸太郎・三菱重工業相

談役）の報告書「規制緩和推進に関する意見（第８次）～創意で造る新た

な日本～」（平成８年12月）の４節のなかで、「規制緩和の推進に当たって、
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雇用対策や真の弱者対策は、別途適切な政策を講じて行うべきである」と述

べたうえで、「規制緩和は大都市優先、市場万能・経済優先の思慮のない考

え」という意見に対して、「日本は世界のなかで激烈な競争に直面しており、

どうすれば国として生き残れるか、世界に通用する場を創造できるか真剣に

考える必要に迫られているのが実状である」と応えている。ざらに「規制緩

和は弱肉強食の発想である」との批判に対しては、「競争の結果生じるのは、

弱者ではなくて敗者であり、企業の規模などにかかわらず、市場の要請に的

確に対応できない事業体が敗者となる」と応えている。

問題点は、規制緩和がもたらす所得分配や雇用への懸念に対して競争原理

に基づいてこのように厳しく応えながら、別途講ずる適切な雇用対策や真の

弱者対策、また敗者復活の仕組みをどうするかが全く議論されてないことで

ある。一つの考え方として、市場競争をマネー・ゲームと捉え、各自の能力

や努力、運・不運によって定まる職業や所得を公正である見なすこともで

きる。しかしその考えが社会に受容されるためには、少なくてもゲームへの

参加が機会均等であること、ゲーム参加できない弱者に対する適切な処遇な

ど、ゲームがフェアであることを保証する条件が整っていなくてはならない。

しかし実際の経済は、個人の先天的能力の違いはさておいても、都市や地方

といった地域的差違や相続・贈与といった家族的差違を残したまま競争が展

開されているから、自由競争の結果を公正と見なすことはできない。したがっ

て政府は公正な社会経済とは何かということを国民に示し、その理念を具体

化する制度を構築すべきである。規制緩和という制度改革に関しては、そこ

が欠落しているように思える。米国経済白書（1997年版）は、最近の20数

年間の傾向として米国において各階層間の賃金格差が拡大していることを伝

えている。それによれば、男子労働者について高卒、大卒というグループ間

で格差が拡大するだけでなく、またグループ内でも個人間の格差が拡大して

いる。不平等拡大の要因分析によれば、テクノロジーの変化が約45％で、

国際貿易の拡大が約１０％、それに実質最低賃金の低下、組合組織率の低下、
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移民の増加と続いている。それが規制緩和とどの程度係わるか明確に示すこ

とはできないが、今後とも不平等が拡大すれば、いずれ大きな社会経済問題

となるだろうＯわが国においては、規制緩和先進国である米国の光と陰の諸

局面を明確に捉えて、規制緩和を進める必要があるといえよう。
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